
 現行は  令和６年４月１日からは

◎布設延長が１００mを超えた分に 布設延長にかかわらず
ついてのみ費用（分担金）が必要 費用（分担金）が必要

となります

◎配水管布設申込みを受けて、豊田市 公道内に口径50mmの配水
上下水道局水道整備課で工事を発注 管を布設する工事について、

申込者で工事を発注すること
ができます
  （承認分担金工事）

◎配水管布設申込みから 配水管布設申込みから水道
水道使用までに必要な期間 使用までに必要な期間が、
 ⇒ 約６か月 約３か月に短縮できます

◎補助金交付制度 無し 補助金交付制度を新設
します

●給水の目的
〇自己の生活のための専用住宅 又は 
店舗兼用住宅であること

●補助金の額
〇配水管布設において、延長５０ｍを
上限とし、豊田市上下水道局で算定
した工事単価の1/2相当額に、布設
延長を乗じた額

■令和６年３月末（開庁日）までに、配水管布設工事申込書を受理した案件は、現行の制度が
 適用されます
■豊田市水道工事分担金要綱等については、令和５年4月以降に公表予定です

 問い合わせ
豊田市上下水道局 水道整備課 電話 0565（34）6656 直通

 令和６年４月１日から
 水道工事分担金の制度が変わります 

令和5年2月24日作成

 【主な条件】

◎

 ①分担金の徴収対象
◎

 ②工事の発注方法 と 水道使用までに必要な期間

受益と負担の公平を図るため、水道工事分担金の制度を見直しました

◎

 ③承認分担金工事に対する補助金交付制度
◎

    （補助金交付の適用には条件があります）

（給水・受託分担金工事）


